
氷川町地域振興券「しあわせ暮らし応援券」取扱店の募集について 

１ 町内に店舗や事業所がある事業主の皆さんは、取扱店になれます。 

 ①小売業：食料品、衣料品、日用雑貨、本、文房具、家電、ガソリンスタンドなど 

 ②飲食業：飲食店、喫茶店、居酒屋など ③農林水産業：農家などによる自家販売など 

 ④サービス業：理・美容、クリーニング、エステ、タクシーなど ⑤運輸又は通信業、旅

行業：運搬、タクシー、レンタカーなど ⑥自動車関連業：自動車整備関連業など ⑦建

設・建築業：造園、建築、建具、外装工事、電気工事など ⑤その他：上記以外の業種 

２ 取扱店の申込方法（次のいずれかの方法でお申込みください。） 

・氷川町地域振興券特定事業者登録申請書の提出による申込み 

別添申請書に必要事項を記載し、宮原振興局地域振興課へ提出してください。 

・WEB からの申込み 右の QR コードにアクセスし、回答フォームから申込みください。 

【申込締切 令和８年１月３０日（金）まで】 

  ※ファックスでの申請も可能です。（FAX：０９６５－６２－４１１６） 

※取扱店（事業所）は、広報紙３月号の折込チラシで紹介します。 

  ※申込締切後は、随時受け付けます。 

◆注意事項 

 ①町内に複数の店舗（事業所）がある場合には、店舗ごとに申請ください。 

 ②登録取扱店には後日、「取扱店表示ポスター」を配布しますので店舗等に掲示ください。 

 ③登録に費用はかかりません。 

 

氷川町地域振興券の使用から代金請求までの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 地域振興券の使用可能期間：令和８年３月１日（日）～令和８年５月３１日（日） 

※ 取扱店から町への請求期限：令和８年６月３０日（火）まで 
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① 買い物で地域振興券を使用。 

 ・地域振興券を受け取る際に未使用のものか必ず確認ください。 

※裏面に取扱事業者の記載があれば使用済で無効となります。

（②の二重使用防止の取り扱い参照） 

② 取扱店から町への請求。 

 ・二重使用防止のため、使用された地域振興券の裏面「取扱事業

所」欄に事業所であれば店名、農業者等で店舗がなければ代表

者氏名を記載（ゴム印可）ください。 

 ・使用された地域振興券を月毎にまとめ、請求書と一緒に氷川町

宮原振興局地域振興課へ提出。 

 ・請求書には、会社印・代表者印が必要です。 

③ 町から取扱店へ支払 

・請求内容を確認後、請求月の月末もしくは、翌月初めに指定口

座へ振込。 


